
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  国外転勤者と出国時課税制度                

Ｑ：平成27年度の税制改正では、国外に転

出するときに譲渡税が課せられるようになる

とか。国外に転勤になる者についても適用さ

れるのですか？                                      

                                             

Ａ：適用されるケースもあります。 

【解説】 

平成27年度の税制改正では、「国外転出を

する場合の譲渡所得等の特例」が創設され、

１億円以上の有価証券等を有する居住者が国

外に転出する時は、その有価証券等を譲渡し

たものとみなして所得税が課されることとな

ります。 

この場合の「国外に転出する」というのは、

国内に住所及び居所を有しないこととなるこ

とをいい、一般的に国外に１年以上、国外に

勤務する予定で出国した者は、国内に住所を

有しない者と推定されることとなっています。 

したがって、転勤で一時的に国外に居住す

ることとなる人も、この制度の対象になるで

しょう。 

なお、ここでいう有価証券等とは、所得税

法に規定されている有価証券とされており、

具体的には、国債や地方債、社債、株券や新

株予約権、投資信託の受益証券などがこれに

該当し、上場株式だけでなく、非上場株式や

外国株式もこれに含まれることとされていま

す。 
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